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憲法月間                             5月行事予定 
5 月 3 日は憲法記念日。これは昭和 22 年 5月 3 日に日本国憲法が施行され

たことによります。日本国憲法は、「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

を３つの柱にしていますが、「基本的人権」について少しお話します。この世

に生きるすべてのものには大切な命があるわけですが、人間は単に生きると

いうだけでなく「人間らしく生活する」ということが大切にされなければな

りません。「人間らしく生活する権利」のことを「基本的人権」といいます。

私たちの学校生活の中にも基本的人権にかかわることがたくさんあります。

性別や国籍などによって差別されないこと、だれもが平等に授業を受けられ

ること、自分の考えを自由に言うことができること・・など、誰もが安心し

て学校生活を送れる権利が大切にされる学校でなければなりません。今「・・

権利が大切にされる学校・・」と言いましたが、誰が大切にするのですか？ 

そうです、もちろん私たち自身です。つまり、自分の権利が大切にされるの

と同様に、周りの人の権利を大切にしてはじめて「基本的人権が尊重された」

といえるのです。自分の言動によって周りの人たちに嫌な思いをさせていな

いか、ちょっと振り返ってみる・・・「自立と貢献」の精神で。 

 

感染予防と心のケア 

昨年に続いて今年もまだまだコロナの収束が見通せません。従来よりマス

ク着用や換気、手洗いなどについてご家庭にもご協力をいただいているとこ

ろですが、感染予防と同時に次のこともよろしくお願いします。 

〇 心のケア 

 外出自粛ムードの中で、ストレスをかかえている子どもたちも多いと思い

ます。ご家庭の様子で心配なことがありましたらいつでもご相談ください。 

〇 みんなが安心して学校生活を送れるように 

 毎日たくさんの感染者数が報道されています。PCR 検査を受けている人も

含めて、たくさんの方がつらい思いや心配な気持ちで生活されていることと

思います。そんな気持ちに寄り添える学校でありクラスでありたいと思いま

す。思い込みや偏見によって嫌な思いをする人が絶対にないように。 

 

元気な「おはようございます」から始めよう 

毎朝校門で「おはようございます」と声をかけながら生徒のみなさんを迎

えています。先日登校してきた男子二人組のうち、Ａくんは「おはようござ

います！」と元気に挨拶、Ｂくんは黙って校門を入りました。するとＡくん

がＢくんに「おまえもちゃんと挨拶しろよな～」と声をかけていました。い

い光景だなあ・・と思いながら見ていました。 

決して無理をする必要はないけれど、やっぱり一日の始まりは、元気な 

「おはようございます」があるとお互いに気持ちいいですよね。 

１ 土 （部活停止） 

２ 日 （部活停止） 

３ 月 憲法記念日（部活停止） 

４ 火 みどりの日（部活停止） 

５ 水 こどもの日（部活停止） 

６ 木 生徒会認証式 

評議・専門委員会 （部活停止） 

７ 金 あいさつ運動   （部活停止） 

８ 土 （部活停止） 

９ 日 （部活停止） 

１０ 月 （部活停止） 

１１ 火 ※３年生弁当必要（部活停止） 

１２ 水 ３年生学習確認プログラム 

※３年生弁当必要 

１３ 木 ※３年生弁当必要 

１４ 金  

１５ 土  

１６ 日  

１７ 月 教育実習開始 

１８ 火 ２年生内科検診 

１９ 水 進路講話（６限） 

２０ 木 １組，３年，２年の一部 耳鼻科検診 

２１ 金  

２２ 土  

２３ 日  

２４ 月 教育相談 

２５ 火 教育相談 ２年生内科検診 

２６ 水 教育相談  

２７ 木 全国学力学習状況調査 眼科検診 

２８ 金 教育相談 

２９ 土  

３０ 日  

３１ 月 教育相談 

学校だより 

校是 「自立と貢献」 

※３年生お弁当のお願い 
５月１１日から１３日は，当初修学旅行の予定だ
ったため，３年生は給食がありません。全員お弁
当を持ってきてください。 


